
久喜市立郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市立郷土資料館条例施行規則（平成２２年久喜市教育委員会規則第４７号）

の一部を次のように改正する。 

 第１２条中「、係長」を削る。 

第１３条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

第１４条及び第１５条を削り、第１６条を第１４条とし、第１７条を第１５条

とし、第１８条を第１６条とする。 

 様式第１号を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

入 館 料 免 除 申 請 書 

 

 

年  月  日 

 

 

  久喜市立郷土資料館長    あて 

 

 

申請者 住所（団体の場合は所在地）          

 

           氏名           

 

 

  下記のとおり郷土資料館の入館料の免除を受けたいので申請します。 

 

記 

 

  

免 除 申 請 の 理 由   

  

入 館 年 月 日 年   月   日（   曜日） 

在 館 時 間 午 

前 

 

後 

 時 分から 午 

前 

 

後 

  時  分まで 

入 館 人 員 人 

引 率 者 氏 名   

  

 

  

団体の場合は名 
称及び責任者の 
氏     名 



 様式第３号を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

資料特別利用許可申請書 

 

 

年  月  日 

 

 

  久喜市立郷土資料館長    あて 

 

申請者 住所          

 

氏名          

 

 

  下記のとおり貴館所蔵資料の特別利用をしたいので申請します。 

 

 

 

記 

  

利 用 目 的   

  

利 用 期 間   年 月 日（ ）から  年 月 日（ ）まで 

利 用 資 料 

番 号 品 名 数量 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

その他参考事項   

  

  



 様式第５号を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第８条関係） 

資料館外貸出許可申請書 

 

 

年  月  日 

 

 

  久喜市教育委員会教育長    あて 

 

 

申請団体名          

所 在 地          

代表者氏名          

住 所          

電 話 番 号          

  下記のとおり貴館所蔵資料の館外貸出を受けたいので申請します。 

 

 

記 

 

  

利 用 目 的   

  

貸 出 期 間   年 月 日（ ）から  年 月 日（ ）まで 

利 用 場 所   

利 用 方 法   

貸 出 資 料 

番 号 品 名 数量 備 考 

        

        

        

        

輸 送 方 法   

資料取扱責任者   

  

 



 様式第７号及び第８号を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第７号（第１１条関係） 

資 料 寄 贈 申 込 書 

 

 

年  月  日 

 

 

  久喜市立郷土資料館長    あて 

 

 

申請者 住所          

 

氏名          

 

 

  下記のとおり資料を寄贈したいので申し込みます。 

 

 

 

記 

  

品 名 数 量 備 考 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 



 

様式第８号（第１１条関係） 

資 料 寄 託 申 込 書 

 

 

年  月  日 

 

 

  久喜市立郷土資料館長    あて 

 

 

申請者 住所          

氏名          

 

 

  下記のとおり資料を寄託したいので申し込みます。 

 

 

 

記 

  

受 託 期 間   年  月  日（  ）から  年  月  日（  ）まで 

  
受 託 資 料 

品 名 数 量 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

  



   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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